
船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１１月１５日 ２２時３０分ごろ 

発生場所 大分県国
くに

東
さき

半島東方沖 

臼
うす

石
いし

鼻灯台から真方位０３４°８.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３１.６′ 東経１３１°４７.８′） 

事故の概要 貨物船第八太
たい

陽
よう

丸は、南南東進中、また、漁船北
ほく

辰
しん

丸は、北北東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年１月２０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第八太陽丸、３９９トン 

１４０３１５、株式会社太陽（Ａ社） 

Ｂ 漁船 北辰丸、４.９トン 

ＯＴ３－８９７７（漁船登録番号）、個人所有 

第２９４－１０５８７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好、 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、法定灯火を表示し、積荷役を

行う目的で、大分県津久見市津久見港に向け、国東半島北方沖を約 

１１～１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南東進し

ていた。 

船長Ａは、４Ｍレンジとしたレーダー等を作動させ、単独で自動操

舵により操船に当たっていた。 

船長Ａは、Ａ船が国東半島北東方沖に至り、レーダー画面でＡ船の

位置を確認して針路を大分県大分市関
せき

埼に向け、Ａ船を南南東進させ

始めた。 

船長Ａは、Ａ船の南南東進を開始した後、広い海域に至って関埼付

近までしばらく同じ進路なので気が緩み、また、レーダーと目視によ

り周囲を確認して航行の支障となる船舶が見当たらなかったので、

レーダー画面を確認することなく、船首方のみを目視しながら操船を

続けた。 



船長Ａは、その後、右舷船首方０.５Ｍ付近にＢ船の白灯を目視に

より認めた。 

船長Ａは、Ｂ船の動静を確認することとし、双眼鏡でＢ船を見てい

たところ、Ｂ船の左舷灯を認めた。 

船長Ａは、その後も双眼鏡でＢ船の動静を確認していたところ、Ｂ

船がＡ船の前路を右舷方から左舷方に横切ろうとして接近しているこ

とを認め、衝突の危険を感じた。 

船長Ａは、Ａ船が海上衝突予防法（昭和５２年法律第６２号）上の

避航船（以下単に「避航船」という。）であることは理解していた

が、衝突を避けるために右舵を取るとＢ船に船首を向けて衝突する可

能性があると思い、左舵一杯を取ったところ、Ａ船の右舷中央部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船を旋回させてＢ船に接近させた後、船長Ｂに対して

Ａ船に接舷するように伝えた。 

船長Ａは、船長Ｂの負傷及びＢ船の損傷状況を確認した後、本事故

の発生を海上保安庁に通報するとともに、Ａ社に連絡した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、底引き網漁

の目的で、国東半島東方沖の漁場に向け、同半島南東方沖を約７～８

kn の速力で北北東進していた。 

船長Ｂは、４Ｍレンジとしたレーダー等を作動させて自動操舵で操
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船に当たっていたところ、Ｂ船の前路を左舷方から右舷方に横切ろう

とするＡ船を左舷船首方１.５～２.０Ｍ付近にレーダーで認めた。 

船長Ｂは、両船が同じ進路のままであれば、Ｂ船が海上衝突予防法

上の保持船（以下単に「保持船」という。）であるので、Ａ船が避航

すると思い、レーダーでＡ船と衝突のおそれの有無を判断することな

く、針路及び速力を保持したままＢ船を航行させた。 

船長Ｂは、Ａ船の右舷灯を目視で認めるようになり、その後もＡ船

の方位に変化がなく接近する状況であることに気付いたものの、いず

れＡ船が避航すると思った。 

船長Ｂは、針路及び速力を保持したまま操船を続けていたところ、

Ａ船が避航する様子がなく至近に接近するので、衝突の危険を感じ、

パニック状態となって慌てて左舵一杯を取ったものの、間に合わず、

Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船をＡ船に接舷させた後、僚船に本事故の発生を連絡

した。 

船長Ｂは、その後、Ｂ船の損傷状況を確認し、本事故の発生を海上

保安庁に通報した。 

船長Ｂは、後日、病院に行き、頚
けい

椎
つい

捻挫及び全身打撲と診断され

た。 

分析  (1) Ａ船及びＢ船の位置関係に関する解析 

本事故は、船長Ａ及び船長Ｂの口述から、Ａ船及びＢ船が衝突

直前まで一定の進路で航行し、互いに進路が交差する状況で接近

して衝突したものと考えられる。 

Ａ船は、南南東進中、Ｂ船を右舷側に見る状況であったことか

ら、避航船であったものと考えられる。 

Ｂ船は、北北東進中、Ａ船を左舷側に見る状況であったことか

ら、保持船であったものと考えられる。 

 (2) 事故発生に関する解析 

  ① Ａ船 

Ａ船は、南南東進中、船長Ａが、レーダーを活用して周囲の

見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の前路を右舷

方から左舷方に横切ろうとするＢ船に気付くのが遅れ、左舵一

杯を取ったものの、間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ａ船は、前記(1)で記述したとおり、Ａ船がＢ船に対して避

航船となる位置関係であったことから、Ｂ船の進路を避けなけ

ればならず、Ｂ船の船首方向を横切ってはならなかった。 

船長Ａは、Ａ船が避航船であることを理解しており、Ｂ船の

進路を避けるために右舵を取る必要があったが、Ａ船が右舵を

取るとＢ船に船首を向けて衝突する可能性があると思ったこと



から、左舵一杯を取ったものと考えられる。 

② Ｂ船 

Ｂ船は、北北東進中、Ｂ船の前路を左舷方から右舷方に横切

ろうとするＡ船を認めた際、船長Ｂが、Ａ船の方位に変化がな

く接近する状況であることに気付きながらも、Ａ船がＢ船を避

航すると思い込み、針路及び速力を保持して操船を続けていた

ことから、Ａ船と至近に接近する状況となり、左舵一杯を取っ

たものの、間に合わず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、前記(1)で記述したとおり、Ｂ船がＡ船に対して

保持船となる位置関係であったことから、Ａ船の方位に変化が

なく接近する状況であることに気付きながらも、衝突の直前ま

でＡ船がＢ船を避航すると思い込んでいたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が北北東進中、両船の進

路が互いに交差する状況下、船長Ａが、レーダーを活用して周囲の見

張りを適切に行っていなかったため、Ａ船の前路を右舷方から左舷方

に横切ろうとするＢ船に気付くのが遅れ、左舵一杯を取り、また、船

長Ｂが、Ｂ船の前路を左舷方から右舷方に横切ろうとするＡ船を認め

た際、Ａ船の方位に変化がなく接近する状況であることに気付きなが

らも、針路及び速力を保持したため、共に避航する時機を逸し、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、目視のみに頼ることなく、レーダーを活用して

常時周囲の適切な見張りを行うこと。 

・互いに進路を横切る場合において、相手船を右舷側に見る船（避

航船）の船長は、相手船（保持船）の進路を避け、また、やむを

得ない場合を除き、相手船（保持船）の船首方向を横切らないこ

と。 

・避航船の船長は、相手船（保持船）から十分に遠ざかるため、で

きるだけ早期に、かつ、大幅に動作をとること。 

・保持船の船長は、相手船が自船の進路を必ず避けると思い込ま

ず、レーダーを活用して衝突のおそれの有無を判断し、衝突のお

それがあるときは、早期に減速するなど衝突を避けるための措置

を採ること。 

 


